橋本婚活プロジェクト会則

１．事業の目的

橋本婚活プロジェクトは、真剣に結婚を希望する男女（会員）に出会いの場を提供し、イベント等を通じて交際を深め、結婚につながっていくこと、ひいては、少子化と人口減少に歯止めをかけることを目的とする。当事業は、真面目な一般の男女を対象とし、地域を問わず、営利を目的とせず地域社会に貢献する事業として行なう。

２．名称

　本事業は橋本婚活プロジェクトと称する。

３．運営組織

本事業の実施は橋本商工会議所・高野口町商工会・紀北川上農業協同組合・橋本市観光協会・橋本市による橋本市婚活事業推進委員会を設置して実施する。

４．事務局

本事業の事務局は、橋本商工会議所内におく。

５．会員資格

橋本市に在住、または在勤しており、結婚後橋本市内に居住する意志がある２０歳以上の独身の男女（再婚希望も可）。

　暴力団など反社会勢力関係者及びそれに類する風体（入墨等）及び行為等行う者は入会できない。

　入会後上記が発覚した場合は除名処分とする。その場合は、登録費を返却する。

　

６．会員登録・登録費

　（１）会則及び下記事項に従い、所定の「登録申込書」に記入のうえ申し込む。

1 本人自署（代筆は不可）

2 登録費２０００円（有効期限は２６年３月末まで）

3 本人確認のための写真（免許証のコピーでも可）を添付

4 勤務先（名称）を含め、空欄の無いよう全ての項目について記入する。

勤務先欄については、業種・職種などで公開することもできるが、その場合は、下記の通り勤務先名の後に（　）で記入する。

（例）橋本商工会議所（事務職）

　（２）申込書の登録は橋本商工会議所・高野口町商工会で受付をする。

　（３）「登録申込書」のデータは当事務局が管理し、イベントの際にプロフィルデータとしても利用する。

７．更新・更新費

　　有効期限の前月初めに会員継続確認の案内を行ない、更新の場合は、メールにて更新希望手続きを行なうものとする。橋本商工会議所及び高野口町商工会窓口で更新手続きを行うこともできる。

　手続きは有効期限末までとし、更新費は２０００円とする。入金確認後、会員証を発行する。

　有効期限までに手続きをされない場合、自動的に資格が失効となり脱退扱いとする。

８．イベント

　（１）出会いの場として次のイベントを企画・実施する。

1 食事会

2 各種レクリエーションやスポーツ

3 施設の見学や花見、体験を行う日帰りバスツアー

4 その他会員のニーズに応じたイベントの企画・実施

　（２）イベントを行ない一定期間経過後、交際の有無等のアンケート調査を実施し、事業の参考資料とし今後のイベントの企画に反映する。

　（３）本会で実施するすべての事業については、事務局を中心に運営し、会員はその運営方法に従って、参画する事とする。

　（４）会員のイベントへの参加については、メールにて申込する。また、事務局窓口で手続きを行なうこともできる。イベント参加費はその都度決定し、期限までに納める。

　（５）強雨・台風・地震等自然災害等の理由によりイベントが延期する場合がある。その際は、出席申込者に案内し、払込済の参加費を次回開催イベント参加費として充当させる。参加できない方へは参加費を返金する。

また、会員が自然災害の理由で参加できない場合は、その参加費を次回イベントにのみ充当することができる。（不足分は調整する）

９．結婚の報告と証明書の発行

会員同士の結婚が決まった時は、事務局へ報告するものとする。事務局は、その申し出の確認を行ない「カップル証明書」を発行する。

10．サービスの提供

事務局は「カップル証明書」を発行する際、協賛企業のサービス内容をすべて提示する。カップルはこの証明書をもって協賛企業から協賛・サービスを受けることができる。

また、運営委員会からお祝いを贈呈する。

11．退会

会員は当事務局に報告し、所定の手続きにより退会する事が出来る。尚、中途退会であっても登録費の返金はしない。

また、会員同士の結婚が決まった時は、「カップル証明書」発行と同時に会員を退会することとする。

12．除名

次に該当する場合は会員を除名することができることとし、会員はこれを順守する。

（1） 他の会員への迷惑行為や、体面を傷つける行為等本会の目的遂行に反する行為を行ったとき。

（2） 3ヶ月以上にわたってイベント会費の納入その他、会員たる義務を怠ったとき。

（3） 暴力団関係者及びこれらに準ずると判断されたとき。

（4） 本事業の運営方法に対するクレーム等　会則に違反する行為があったとき、及び運営委員会が本会運営上ふさわしくないと判断するとき。

13．運営費

本事業の経費は、市委託金・登録料・イベント会費等をもって充てる。

付　　則

この会則は、平成２３年１０月５日から施行する。
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